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最高裁秘書第3075号

令和2年12月18日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

10月26日付け（同月28日受付，第020604号）で申出のありました司

法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

l 開示する司法行政文書の名称等

(1) 「令和2年度裁判所職員採用総合職試験（裁判所事務官，院卒者区分） 」 と

題する文書（片面で1枚）

（2） 「令和2年度裁判所職員採用総合職試験（裁判所事務官，大卒程度区分） 」

と題する文書（片面で1枚）

（3） 「令和2年度裁判所職員採用一般職試験（裁判所事務官，大卒程度区分） 」

と題する文書（片面で1枚）

（4） 「令和2年度裁判所職員採用一般職試験（裁判所事務官， 高卒者区分） 」 と

題する文書（片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の(1)及び(2)の各文書には，個人識別情報（得点合計）が記載されており， こ

の情報は，行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当すること

から， この情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法
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令和2年度裁判所職員採用総合職試験(裁判所事務官,院卒者区分）

◎高等裁判所別合格最低点･合格最高点

’
東京高裁

管轄区域

名古屋高裁

管轄区域

大阪高裁

管轄区域

広島高裁

管轄区域

高松高裁

管轄区域
福岡高裁

管轄区域

札幌高裁

管轄区域

仙台高裁

管轄区域試験

合
格
最
低
点

合
格
最 ’第1次試験 111 ，62 91．86 1 94．10 90.80 83．55 70．77 93．83 83.02

最終 250.17 227．86

’ ’93．7093.70
合
格
最
高
点

第1次試験 119．13 119．26 111．62 108.72122．03 1 101．61 135．08

最終 264．8928378

※一は該当者がいないことを示す。
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令和2年度裁判所職員採用総合職試験(裁判所事務官,大卒程度区分）

◎高等裁判所別合格最低点･合格最高点

※一は該当者がいないことを示す。

試験
札幌高裁

管轄区域

仙台高裁

管轄区域

東京高裁

管轄区域

名古屋高裁

管轄区域

大阪高裁

管轄区域
広島高裁

管轄区域
高松高裁

管轄区域
福岡高裁
管轄区域

合
格
最
低
点

第1次試験

最終

98.05 102.72 88.56

235.89

88.48 96.37 109.23

■■■■

91.70

ー

合
格
最
高
点

第1次試験

最終

132.41 115．43 131.12

321.55

127.98 131.04 130.96 ■■
ー

119．86

I■■■■



令和2年度裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官,大卒程度区分）

◎高等裁判所別合格最低点･合格最高点

試験
札幌高裁

管轄区域

仙台高裁
管轄区域

東京高裁

管轄区域
名古屋高裁
管轄区域

大阪高裁

管轄区域

広島高裁

管轄区域
高松高裁

管轄区域
福岡高裁

管轄区域

合
格
最
低
点

第1次試験

最終

84.90

145.14

85.01

114．50

84.90

109.05

85.01

116．80

84.90

118．63

85.01

114．77

85.33

141.58

85.12

119．10

合
格
最
高
点

第1次試験

最終

131.27

231.43

138.66

242.91

145.95

245.90

145.84

233.46

147.75

237.69

138.56

235.34

133.28

228.58

133.17

233.17



令和2年度裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官,高卒者区分）

◎高等裁判所別合格最低点･合格最高点

試験
札幌高裁
管轄区域

仙台高裁

管轄区域

東京高裁
管轄区域

名古屋高裁

管轄区域

大阪高裁

管轄区域

広島高裁

管轄区域

高松高裁

管轄区域

福岡高裁

管轄区域

合
格
最
低
点

第1次試験

最終

131.00

192.17

131.00

197.20

131.00

192.17

131.00

199.60

139.57

209.31

131.00

196.45

122.43

187.88

139.57

204.35

合
格
最
高
点

第1次試験

最終

182.42

258.92

178.13

232.74

165.28

236.36

182.42

230.73

182.42

233.21

169.56

241.78

156.71

207.50

190.99

258.92


